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災害・事故の概要災害・事故の種類所
管発生地域発生日№

飲食店にて開店前の準備中に、厨房内で爆発が発生した。
ガスコンロ及び接続管は警察が持ち帰り検証中。事業者によると、末端ガス栓までの漏え
いは確認されなかったとのこと。
【原因︓不明】

漏えい爆発
[消費]
重傷１名
軽傷３名

県宮崎県
日向市1月19日1

共同住宅の入居者から「お湯が出ない」との連絡が販売所に入り、直後に集中監視システ
ムによる漏れの検知の連絡があった。販売店が現場で確認したところ、調整器と配管の継
ぎ手部分の緩みを確認した。ガスの推定漏えい量は100kg。
【原因︓施工不十分】

漏えい
[供給]国

熊本県
熊本市
中央区

2月1日２

出勤してきたうどん店従業員が業務用ガス機器（業務用テーブルコンロ）を使用しようとし
たところ、異常着火が起こり、当該従業員１名が熱傷を負った。
何らかの原因でガスが漏えいし、引火して爆発に至ったと考えられるが原因は不明。
【原因︓不明】

漏えい爆発
[消費]
軽傷１名

国宮崎県
宮崎市2月23日３

共同住宅の入居者から「ガス臭がする」との連絡が販売店にあった。販売店社員が現場で
埋設配管（PE管）に防草シート用固定ピンが貫通しているのを発見し、その部分からの
漏えいを確認した。
【原因︓他工事】

漏えい
[供給]市

熊本県
熊本市
東区

3月4日４

販売店に、認定こども園の厨房で働く職員から「ボンベ設置場所付近で時々ガスのにおい
がする」という連絡があった。販売店が現場で確認したところ、50kgボンベ１本の漏えいを
確認した。高圧ホースの交換を実施した際、自動切替調整器に取り付けた高圧ホースの
締め具合が不十分であったために、少しづつガスが漏れていたと考えられる。
【原因︓容器交換時の作業ミス】

漏えい
[供給]県宮崎県

串間市3月14日5

（１）九州におけるＬＰガス事故について（令和７年）※修正の可能有
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災害・事故の概要災害・事故の種類所
管発生地域発生日№

充てん作業者がバルクローリー置場である会社敷地内で終業時点検を行ったところ、ホース
リール下部に設置しているガス漏れ警報器のレベル上昇（警報器が鳴動しないレベル）を
確認した。保安担当社員が検知器等で調査した結果、気相側フレキホーススリーブ部より
ガス漏れを確認した。車両の振動等を起因とする金属疲労。
【原因︓振動による劣化と推定】

漏えい
[消費]県鹿児島県

鹿児島市3月19日6

消費者がビルトインコンロのグリルに点火した際、漏えいしたガスに引火爆発し、顔面周辺に
火傷を負った。当該消費者は救急搬送された病院で１度の火傷と診断された。
【原因︓ビルトインコンロ設置時の取付ミス】

漏えい爆発
[消費]
軽傷１名

県熊本県
天草市3月19日7

漏えい
[供給]国

福岡県
北九州市
門司区

3月25日8

集合住宅の駐車場を工事業者が油圧ショベルで整地中、埋設供給管を破損し、ガスが漏
えいした。
都市ガスからLPガスへ切り替わり、埋設部の都市ガスの供給管をそのまま使用していたが、
供給管より枝分かれした埋設管が存在しており、今回の掘削工事で現れた配管を撤去する
よう依頼を受けたガス会社が当該配管を未使用の不明管と判断し、配管を切断したこと。
【原因︓他工事】
町内会施設の厨房でカレーの仕込み行っていた者（A)が気分が悪くなり倒れた。厨房内
にいた別の者（B)がこれに気づき救急車を呼び、Aは緊急搬送されBはこれに同行した。
病院到着後、Bも「気分が悪い」と訴え、２名とも受診した結果、Aは１週間程度、Bは１
日の入院が必要と診断された。
換気扇を稼働させていたが、エアコンを使用していたため厨房の扉及び窓は締め切っていた。
【原因︓換気不良】

CO中毒・酸欠
[消費]
軽症２名

県
福岡県
北九州市
小倉南区

3月26日9

飲食店内で店員が調理中、漏えいしたLPガスに引火し火災となったもの。飲食店の隣人
が「ドン」という物音で火災に気づき、通報と初期消火を行う。
点火棒とゴムホースの結合部に緩みがあり、その部分からガスが漏えいして、鉄板焼きコンロ
の火種で爆発したと考えられる。
【原因︓維持管理不完全】

漏えい火災
[消費]
重傷１名

県
熊本県
熊本市
西区

4月7日10

（１）九州におけるＬＰガス事故について（令和７年）※修正の可能有



8

災害・事故の概要災害・事故の種類所
管発生地域発生日№

ボンベ置き場に車両が追突してガスが漏洩していると連絡を受けた。到着時はガス臭は無く、
ボンベバルブも閉栓された。漏検メータはBCPガス止で遮断。張力式高圧ホースは4本中3
本が作動していた。また、調整器と一体型になっている中間コック（ユニオン締め）が事故
の衝撃で破損していた。
【原因︓車両の運転ミス】

漏えい
[供給]国福岡県

筑後市4月26日11

17時44分 店主よりLPガス機器使用時に息苦しい症状があると一報を受け、LPガス機
器の使用中止と換気を依頼し出動（18時00分）
18時38分 現場へ到着し厨房スタッフ２名（店主・奥様）のうち、店主に症状があった
が回復している
【原因︓換気不良】

CO中毒・酸欠
[消費]
軽症１名

国
福岡県
福岡市
博多区

4月28日12

キッチンカー内でガス式石焼きいも機で調理中に、立ち消えが起きチャッカマンで点火した際、
滞留していたLPガスに引火し、顔面部を熱傷したもの。
【原因︓立ち消えが起き、滞留していたLPガスに引火したのも（推定）】

漏えい火災
[消費]
軽傷１名

市
福岡県
福岡市
東区

5月3日13

解体工事を実施していた際、誤って供給設備配管を破損させ、ＬＰガスが漏えいしたもの。
なお、ガス販売店にはその時点で連絡があり、20分後に現地で応急処置を実施。
【原因︓他工事（事前連絡無し）】

漏えい
[供給]国

福岡県
福岡市
東区

5月12日14

2口ヒューズコックの使用していないコック側からガスが微小漏洩し、コンロ使用中に炎が上が
り、家庭用消火器にて消火した。
【原因︓消費者の使用方法の誤り（推定）】

漏えい火災
[消費]県福岡県

田川市5月25日15

（１）九州におけるＬＰガス事故について（令和７年）※修正の可能有
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災害・事故の概要災害・事故の種類所
管発生地域発生日№

戸建て住宅の供給設備よりLPガスが漏えいしたもの。
現場に急行したLPガス販売事業者が、ガス漏れ検知器で検知したところ、調整器の接続
部（ユニオン部）からガスが漏えいしていることを確認。
自動切換式調整器のユニオン部へのパッキン入れ忘れによるもの。
【原因︓バルブ等の開閉中ミス】

漏えい
[供給]県

福岡県
福岡市
博多区

6月10日16

うどん店営業中に鋳物コンロを使用していたところ、露出配管腐食部より漏えいしたガスに
着火。うどん店従業員による消火活動（消火器）により鎮火。
露出配管腐食部より漏えいしたガスに鋳物コンロの火が引火。
【原因︓腐食劣化、維持管理不十分】

漏えい火災
[供給]県

福岡県
糟屋郡
新宮町

6月25日17

委託先保安機関が点検のため訪問した際、モレケンメーターにB表示があることを確認、販
売店が現地訪問し、自記圧力計により漏えい検査を実施、ガス漏れを確認した。
【原因︓埋設白ガス管からの漏えい（推定）】

漏えい
[供給]国大分県

中津市７月１日18

付近住民より「ガス臭がする」と消防に通報があり、調査したところ、漏えいが確認された。
6/23に容器交換を行った際、高圧ホースを落とし、ホース先端に砂が付着したが、綺麗に
取り払えないまま調整器にホースを接続していたため、Ｏリング部分に付着した砂が原因で
ガスが漏えいしたと推定される。
【原因︓容器交換時の作業ミス】

漏えい
[供給]県

福岡県
福岡市
南区

８月２日19

バルク供給を行っている共同住宅敷地内に、戸建て住宅の建設中、誤ってLPガス配管を
破損させ漏洩したもの。
共同住宅用のバルク貯槽から建設中の戸建て住宅へもLPガスを供給する予定であり、既
に配管を敷設済みであった。
【原因︓他工事】

漏えい
[供給]国

福岡県
福岡市
東区

８月20日20

（１）九州におけるＬＰガス事故について（令和７年）※修正の可能有
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災害・事故の概要災害・事故の種類所
管発生地域発生日№

委託先保安機関より、定期点検訪問時にB表示及び漏えいを確認。
露出部及び子メーター以降の漏えいが確認できなかったため埋設からの漏えいと推定。
埋設配管を切り離し仮設供給にて漏えい改善。
【原因︓地盤沈下による埋設管の損傷（推定）】

漏えい
[供給]国長崎県

佐世保市８月21日21

ガス給湯器の燃焼機用ホースが何らかの原因で破損し、漏洩したガスに引火して外壁、
給湯器及び屋根材等を焦損した。
販売事業者は損傷器具を取り外し、ガス給湯器を取り換え、漏洩試験を行い、漏えいが
ないことを確認し作業を完了した。
【原因︓不明】

漏えい
[消費]県宮崎県

宮崎市８月23日22

空き家の外構工事中に業者が誤って重機によりガス埋設配管を損傷させたもの
【原因︓他工事（事前に埋設配管の存在及び工事の際の立ち会い要請を不動産業
者へ伝えていたが、その情報が実際の作業を行う事業者まで共有されないまま、事前連
絡なく作業が進められたこと。）】

漏えい
[供給]国

熊本県
玉名郡
長洲町

８月26日23

リフォーム作業中に床下のガス配管を破損させ、ガスが漏えいした。
なお、午後に販売事業者立ち会いの下、リフォーム作業を開始する予定であったが、リ
フォーム業者が午前に到着し、作業を開始していたもの。
【原因︓他工事（業者が立ち会い前に作業を行ったこと）】

漏えい
[供給]国

福岡県
北九州市
小倉北区

９月10日24

他工事業者が防蟻工事において、薬剤注入のため建物周りをドリルで穴をあけていたとこ
ろ、LPガス供給管埋設部にドリルが接触したため、損傷個所からガスが漏えい。
【原因︓他工事】

漏えい
[供給]国佐賀県

鳥栖市９月11日25

（１）九州におけるＬＰガス事故について（令和７年）※修正の可能有
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災害・事故の概要災害・事故の種類所
管発生地域発生日№

一般消費者がBF式風呂釜の点火中、爆発が起こり、風呂釜、浴槽を破損した。
口火点火操作時、点火不良が起こり、繰り返し点火を試み、機器内にガスが滞留した。
【原因︓消費者の操作ミス】

漏えい爆発
[消費]県福岡県

飯塚市９月18日26

建物解体工事中に、解体業者がガス閉栓中のバルク貯槽（縦型980kg）に重機を接
触させ、安全弁が破損。ガスが噴出した。
【原因︓他工事（解体業者の現場監督者と、バルク周辺で工事を行う際の注意点など
を事前に打合せしていたが、現場監督者から解体作業員への周知ができていなかった）】

漏えい
[供給]国

福岡県
京都郡
みやこ町

10月３日27

小学校敷地内でスロープ造作工事中に、埋設配管に重機が接触し、ガスの匂いを認め
たため学校関係者から販売事業者へ漏えいの連絡があったもの。
【原因︓他工事】

漏えい
[供給]市

熊本県
熊本市
東区

10月30日28

高等学校の職員室（給湯室）の元止式瞬間湯沸器の取替え作業（ガス栓の取替え
含む）において、ガスを停止し、残ガスを同室内に設置してあるテーブルコンロで燃焼処理
をしていた。燃焼した状態で、当該湯沸器のガス栓を緩めたところ、漏えいしたガスにコンロ
の炎が引火し、火炎が上がった。すぐにガス栓を再度締め付け、火炎は自然鎮火した。
【原因︓操作ミス（可とう管ガス栓の取替工事中に、コンロの失火確認が不十分なまま
当該ガス栓を取り外してしまった事による）】

漏えい火災
[消費]国長崎県

諫早市11月７日29

共同住宅からLPガス遮断装置が作動した旨の移報を受信。
床下配管部にピンホール状の漏えい箇所を特定した。
【原因︓不明（腐食等により自然発生したと推定）】

漏えい
[供給]国

熊本県
熊本市
西区

11月23日30

（１）九州におけるＬＰガス事故について（令和７年）※修正の可能有



災害・事故の概要災害・事故の種類所
管発生地域発生日№

消防より建物内でのガス臭にて全部屋ガス止め対応していると事業者に連絡あり。事業
者担当者が現地確認（全部屋BR表示確認漏れ特定作業）したところ、ネジガス栓か
らの漏れを特定、ガス栓取替工事を行った。
【原因︓接続不良】

漏えい
[消費]県福岡県

久留米市12月５日31

近隣住民の方からガス臭いと119番通報。
物件は直近まで閉栓中の部屋であった。
【原因︓ガスメーター不良（メータガス栓が開状態であったが、原因不明）】

漏えい
[供給]国福岡県

筑紫野市12月７日32

マイコンメーターの使用時間遮断あり、家主不在のため電気式自記圧力計により調査を
したところ，消費配管からの漏洩を確認した。
【原因︓不明（漏洩箇所が特定できない）】

漏えい
[供給]国鹿児島県

鹿児島市12月19日33
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（１）九州におけるＬＰガス事故について（令和７年）※修正の可能有





原因者等別事故の発生状況

■他工事業者に起因する事故が多く発生。
■作業ミスや配管等の腐食など、あってはならない、
かつ絶対に防ぎたい事故は相変わらず発生している。
■消費者原因の事故が増加
→消費者への注意喚起が必要
（機器の取扱、機器使用時の換気など）

■その他︓いたずらと思われるが原因不明
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令和７年：事故原因（責任所在別）件数

■他工事業者に起因する事故が変わらず多く発生。
■作業ミスや配管等の腐食などが相変わらず発生している。
■消費者原因の事故が倍増
→消費者への注意喚起が必要
（機器の取扱、機器使用時の換気など）

■その他︓原因不明
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令和６年：事故原因（責任所在別）件数
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（３）九州における容器の盗難・喪失について（令和７年）

災害・事故の概要盗難・喪失発生地域覚知日№

公民館へのガス検針に行った販売店従業員が、容器がないことに気づいた。付近の住人に聞き取りを
行ったが誰も知らないとのことであったため、警察へ通報した。盗難

福岡県
遠賀郡
岡垣町

1月11日1

前所有者が転居して空き家となっており、閉栓後、供給設備及び容器の撤去はしていなかった。
当該家屋を購入した顧客の撤去依頼により、販売事業者が配送委託事業者に容器等の改修を依
頼し、配送事業者がガスメータ、調整器、供給管の撤去を行った。その時点で既に容器が確認できず
周囲を捜索するも、発見できなかった。なお、残ガス容量83％であった。

盗難
熊本県
菊池郡
大津町

4月16日２

２本設置していた２０Kgボンベが１本なくなっていた。
直ちに残された設備及びボンベを点検し安全を確認。
再発防止に５０Kgボンベ１本立てに変更。

盗難大分県
大分市５月19日３

空家物件に設置していた50kg×2本ボンベの内1本が同市内の資材置場に放置されていた。
近所住人により連絡があり確認した所、盗難されていた事が確認出来たので警察にガスボンベ盗難の
通報。

盗難福岡県
田川市6月26日４

16

※修正の可能有
※自然災害による喪失除く

• 発生件数は令和７年は９件と令和６年と比較して半減
（令和６年は、１６件発生、令和５年は、１２件発生）

• 相変わらず人が常駐していない場所からの盗難が多い
• 盗難の目的は︖
中の残ガス︖ 容器（金属）︖



（３）九州の容器の盗難・喪失について（令和７年）※修正の可能有
※自然災害による喪失除く

17

災害・事故の概要盗難・喪失発生地域覚知日№

配送委託業者により容器交換のため消費者宅へ訪問した際にLPガス容器が設置されていない事に
気付いた。配送委託業者から販売店へ連絡、盗難事故発覚。
消費者より「2025年2月頃より容器がないことには気付いていた。販売店が撤去したと思っていた。」と
の証言。7/3被害届提出。

盗難福岡県
飯塚市６月30日５

空き家であったが、ガスの残存のを依頼され、ボンベを残していたが、７／２３、容器交換の際に紛
失を覚知した。盗難鹿児島県

鹿児島市７月23日6

普段は空き家状態だが、８月８日に帰省するとのことで、前日にボンベ交換及び開栓に行ったとこ
ろ１０㎏ボンベ１本の喪失を発見。７月検針の際はボンベを確認している。盗難熊本県

八代市８月７日7

空き家にボンベ配送業者がボンベ交換に行った所20ｋｇボンベ２本が調整器ごと外されて盗難に
あっていた。空き家は閉栓中だった。盗難福岡県

宮若市８月29日8

ボンベ交換に行ったところ、１本が紛失していた。ない、２か月間使用実績が無かった。盗難
福岡県
北九州市
若松区

10月21日9



(３)九州の容器の盗難・喪失について（令和７年）

・令和７年の自然災害による容器の喪失は０件
・発生箇所（都市部、農村部など）に目立った偏りは見られない
・空き家等人が常駐しない建物からの盗難事案が半数、供給中の物件からの盗難も発生
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盗難・喪失（自然災害除く）
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（４）ＬＰガス事故の報告の徹底

■漏えいなどの事故（特定消費機器に関する事故以外）は、発生場所を所管する県・
指定都市に連絡してください。
※事故報告の遅延が認められます。これはと迷う場合はすぐ連絡︕︕

注意︓漏えいは、基本事故と考えて対応をお願いします。
一部除外できるものは以下のとおり
◎接合部等からの微量の漏えい（いわゆるカニ泡程度）
◎自殺、故意、いたずら （はっきりとするまでは事故扱い）
◎自然災害（設備の不備を除く）

※報告遅延案件例
・配管（接合部ではない箇所）からの漏えい
・調整器不具合での漏えい
・いたずらの可能性が高い（と思われる）漏えい

★怪しげ、迷う場合は、事故として対応してください。はっきりとした段階で事故案件から
除外します。
※ガス事業法と事故対応が異なります。
漏えいはガス事業法では事故年報扱いですが、液石法では速報︕間違えないように︕

事故報告は遅滞なく、事故発生箇所の県へ︕
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（参考）適用条文
高圧ガス保安法第６３条（事故届）
第一種製造者、第二種製造者、販売業者、液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者、高圧ガスを貯蔵し、又は消費する者、容器
製造業者、容器の輸入をした者その他高圧ガス又は容器を取り扱う者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その旨を都道府県知事又は警察官に届
け出なければならない。
・その所有し、又は占有する高圧ガスについて災害が発生したとき。
・その所有し、又は占有する高圧ガス又は容器を喪失し、又は盗まれたとき。

液化石油ガス保安規則第九十六条（事故届）
法第六十三条第一項の規定により、都道府県知事又は指定都市の長に事故を届け出ようとする者は、様式第五十七の事故届書（特定消
費設備に係る事故の場合にあつては様式第五十七の二の事故届書）を事故の発生した場所を管轄する都道府県知事（当該場所が指定都市
の区域内にある場合であつて、当該発生した事故に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該場所を管轄す
る指定都市の長）に提出しなければならない。

液化石油ガス保安規則第九十三条の二（報告の徴収）
法第六十一条第一項の規定により、液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者は、同法第二条第五項に規定する消費設備（ガス
メーターと末端ガス栓の間の配管その他の設備を除く。以下「特定消費設備」という。）について次に掲げるいずれかの事故が発生したときは、直ち
に事故の発生日時及び場所、概要、原因並びに当該事故に係る特定消費設備の製造者又は輸入者の名称、機種、型式及び製造年月その他
参考となる事項について、電話、ファクシミリ装置その他適当な方法により事故の発生した場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければな
らない。
一 特定消費設備の使用に伴い人が死亡し、中毒し又は酸素欠乏症となった事故
二 特定消費設備から漏えいしたガスに引火することにより発生した負傷又は物損事故

（４）ＬＰガス事故の報告の徹底



「液化石油ガス保安規則第９３条の２、第９
６条（特定消費設備に係る事故に限る。）並
びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適
正化に関する法律施行規則第１３１条第２
項の運用について」
（20230324保局第1号）

記の１
(2) 液石則第９３条の２及び第９６条に規
定する事故報告及び事故届に係る特定消費設
備の機種について
事故報告及び事故届に係る特定消費設備の
機種については、別表２の中から選択すること。

→「特定消費設備」は右の別表２の機種が
該当します。
※特監法の「特定ガス消費機器」とは
異なるので注意︕

（参考１）「特定消費設備」とは、どんな設備︖
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（１）ＬＰガス事故
液化石油ガス法に係る事故とは、液化石油ガス法が適用となる貯蔵施設、充てん設備（供給設備に
接続しているもの又は充てん設備の使用の本拠の所在地にあるものに限る。）、一般消費者等に係る
供給及び消費段階に発生したものであって、次の各号の一に該当するもの（以下「ＬＰガス事故」という
。）をいう。
① 漏えい
液化石油ガス（以下「ＬＰガス」という。）が漏えいしたもの。（火災に至らず、かつ、中毒・酸欠等
による人的被害のなかったものに限る。）ただし、接合部等からの微量の漏えい（ネジ又はゴム管接
合部等に石けん水を塗布した場合、気泡が発生する程度）は除く。

② 漏えい爆発
ＬＰガスが漏えいしたことにより、爆発が発生し、又は爆発による火災に至ったもの。
イ．漏えい爆発（漏えいしたガスによる爆発のみの場合）
ロ．漏えい爆発・火災（漏えいしたガスによる爆発後火災の場合）

③ 漏えい火災
ＬＰガスが漏えいしたことにより火災（消防が火災と認定したものに限らない。）に至ったもの。（上
記②を除く。）

④ 中毒・酸欠
ＬＰガス消費設備の不完全燃焼又はＬＰガス若しくは排気筒等からの排気ガスの漏えいにより、一
酸化炭素中毒又は酸素欠乏の人的被害のあったもの。

（参考２）液化石油ガス法に係る事故の定義等（液化石油ガス事故対応要領）
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（２）充てん容器又は残ガス容器の喪失・盗難
次の各号の一に掲げるものに限る。
① 供給設備のうち、消費設備に接続しているもの。
② 消費設備（移動中のものを除く。）
③ 貯蔵施設に貯蔵してあるもの。

（３）その他の事故
次の各号の一に掲げるものは、ＬＰガス事故には該当しない。（※（２）は除く）
① 自殺、故意、いたずら等が原因による事故。
② 自然災害による事故。（事故原因が地震時の転倒防止措置の不備、落雪等の防止対策（雪囲
い、保護板の設置等）の不備等、保安対策が不十分であると認められる場合を除く。）
例）地震による家屋の倒壊に伴う設備の破損等の事故。
例）洪水・土砂崩れ等による設備の破損等の事故。

③ カセットコンロ及びカセットコンロ用容器等に係る事故。
④ ＬＰガスの漏えいがない状態で、ＬＰガス燃焼器具（これらに付帯するものを含む。）が過熱し、
又は故障したもの及び燃焼器具の炎が周囲の物に燃え移ったことによる火災等。

⑤ その他上記（１）に掲げるＬＰガス事故に該当しない事故。
例）自動車の飛び込みによる事故。

（参考２）液化石油ガス法に係る事故の定義等（液化石油ガス事故対応要領）
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（５）ＬＰガス事故について（まとめ）

○事故全体の状況について（全国）
令和７年の事故件数は270件と平成元年（306件）以降最多。
負傷者数は令和６年から減少したが、下げ止まり。
CO中毒事故は令和６年より減少したもの、令和７年は、全国で３件発生、
九州ではうち２件発生。

○九州のＬＰガス事故について（令和７年）
作業ミスによる事故は相変わらず発生しています。気を引き締めましょう。
他工事や消費者起因の事故も増えています。注意喚起の徹底を。

○九州の容器の盗難・喪失について（令和７年）
空き家となった物件からは早めに回収しましょう。
気がついたら消費者宅が解体されている事案も増えています。
こまめな状況把握に努めましょう。

○ＬＰガス事故の報告の徹底
時間が経過して報告されたもの、発覚したものがあります。
ささいなものであっても、すぐに報告をお願いします。
事故かどうか悩む場合は、迷わず連絡を︕

24



２．法令遵守状況について
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立入検査の重点事項（令和７年度）

■立入検査においては、昨年度、実施した立入検査での指導内容の実績及びＬＰガス
事故の特徴を踏まえ、次に掲げる事項を重点的に確認する。

＜保安業務に関する事項＞
① 保安業務に係る委託業務の内容
② 保安業務の実施状況（業務主任者の職務の実施状況を含む）
③ 緊急時対応の体制
④ 他工事対策等の周知状況
⑤ 燃焼器等の消費設備調査の実施状況

＜販売事業に関する事項＞
⑥ 保安機関の連絡先の通知状況に関する確認
⑦ ＬＰガス販売事業者等が備える帳簿への記載状況
⑧ 貯蔵施設、供給設備等に係る基準適合義務等の遵守状況
⑨ 容器等の流出防止措置の対応状況
⑩ 販売の方法の基準の適合状況
⑪ CO中毒事故防止に係る取組状況
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○貯蔵施設の温度計未設置（温度確認不可）
（法第１６条の２第１項 規則第１８条第１号ハ）

○周知文書（英語版）の緊急連絡先不記載
（法第２７条第３号 規則第２７条第５号）

○保安業務委託先との契約解除に伴う変更届未提出
（法第８条、第３条第２項第４号 規則第９条第１項）

○バルク貯槽安全弁期限超過
（法第１６条の２第１項 規則第１９条第３号ハ（１）

○バルク貯槽２年毎点検未実施
（法第２７条第１項第１号、第３４条第１項 規則第３６条

○一般消費者等の数が認可超過
（法第３３条第１項 規則第３５条）

○漏えい事故未届
（高圧法第６３条第１項 LP則第９６条）

○期消費機器調査における燃焼圧力又は調整圧力の測定
○緊急時連絡について、規定との整合性

令和７年度は厳重注意、改善指示に至る指摘事項はあまりありませんでした。
引き続き法令を遵守し、保安意識の向上に努めてください。

（２） 令和７年度の立入検査における確認事項（確認書を交付し、改善報告を指示）
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○業務委託契約について、覚書、社名・所在地等の変更が一緒管理されていない。

（検査官の視点）覚書によって委託する業務を定めていたり、社名・所在地の変更
の場合は、変更届出が必要となる場合もある。

○漏えい事故の報告が行われていない。

（検査官の視点）今年度、過去に遡っての報告が１０件発生している。
微少漏えいを全て報告対象外と誤認している。正しく認識する
必要がある。
結果として対象外であっても良いので、先ずは一報を。

（３） 令和７年度の立入検査における気づき事項（口頭指示、気になったことなど）

30



○令和７年度の立入検査における確認事項
・確認書交付対象の事業者は減っています。
・厳重注意事案もありませんでした。
・引き続き保安意識の向上に努めてください。

○令和７年度の立入検査における気づき事項
・業務のデジタル化が進む一方、契約書等の紙媒体の管理が疎かになっている
印象があります。双方が混在する時期とはおもいますが、しっかり管理をお願い
します。

法は規制するだけでなく、身を守るものです。
なぜ法があるのか、法の内容が何を意味しているのか、
常に考えながら業務にあたってください。

（４） 令和７年度の立入検査のまとめ
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３．最近の法令改正等について
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（２）一酸化炭素中毒事故について
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（３）建設工事等におけるガス管損傷事故の防止について

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2024/03/20240307-01-02.pdf



38

（４）住宅塗装工事等における一酸化炭素中毒事故等の防止について

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2024/03/20240307-02-02.pdf



５．その他参考事項
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■業務主任者の選解任（液石法施行規則第22条）
（様式第１０）

■液化石油ガス設備士養成施設指定申請書（液石法施行規則第92条の２）
（様式第４９の２）

■指定試験機関の指定（液石法施行規則第121条）
（様式指定なし）

■液化石油ガス販売事業報告（液石法施行規則第132条）
（様式指定なし（様式１））

■保安業務実施状況報告（液石法施行規則第132条）
（様式指定なし（様式２））

■認定液化石油ガス販売事業者状況報告（液石法第35条の７）
（様式第２７）

■簡易申請
ＰＤＦ化した各種申請書類の送付に利用できます。

保安ネットとは？

電子届出の対象となる手続き（液石法関係）

産業保安分野における一部手続きについて、インターネット上で提出・確認を
行うことができる。

保安ネット利用のお願い
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◆利用するアカウント毎に保安ネットにおける手続きの参照権限が異なります。

◆いずれのアカウントでも保安ネットにて手続きの提出が可能です。

保安ネット利用時の利用アカウント

利用アカウント毎の参照権限

◆保安ネットを利用する際は、ＧビズＩＤのアカウントが必要です。事前にアカウントを取得し
てください。

◆ＧビズＩＤに関する詳細については、ＧビズＩＤホームページ（https://gbiz-
id.go.jp/top/）をご参照ください。

参 照 範 囲アカウント名

同一法人及び個人事業主のg B i zメンバーが提出した届出の内容・結果が参照可能g B i zプライム

同一グループ内の他メンバーが提出した届出の内容・結果が参照可能g B i zメンバー

自身のアカウントから提出した届出の内容・結果のみ参照可能g B i zエントリー
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ログインについて

◆電子届出を行う場合は、「保安ネット」のポータルサイトから「ＧビズＩＤ」を利用してログイ
ンを行います。

◆利用するブラウザは「Google Chrome」を推奨します。
なお、その他のブラウザも利用可能ですが、画面が正しく出力されない可能性がありますの
でご注意願います。

保安ネットの機能について

◆電子届出の具体的な機能・操作方法については、「保安ネットポータル」
（https://www.meti.go.jp/policy/safety security/industrial safety/hoan-net/）
内の「パンフレット」「保安ネット操作マニュアル」をご参照ください。
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保安ネットに関するお問い合わせ先

◆ＧビズＩＤに関するお問い合わせ先
ＧビズＩＤヘルプデスク
電 話 ０６－６２２５－７８７７
受付時間 平日 ９︓００～１７︓００

◆保安ネットの操作方法、不具合等に関するお問い合わせ先
保安ネットヘルプデスク
電 話 ０５０－２０１８－８３８１
受付時間 平日 ９︓００～１８︓００
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